
 1 

～ 産廃コンプライアンス入門！ ～ 

「循環経済への移行に向けて、産廃処理業者の皆様に守っていただきたいこと」 

 

                         阿部記念法律事務所 

                           所長 弁護士・博士（法学） 

阿 部  鋼 

 

 本配布資料の無断複製、無断転載等著作権法抵触行為にご注意ください 

 

 

１ 産廃処理業の許可が取消された事例（１） 

 

（１）法人の役員・会社の取締役型の取消  

   Q どのような原因での取消事例が多いか？ 

 

（２）株主が取消の原因 

P 個人株主の方にもコンプライアンスの徹底！ 

 

（３）政令で定める使用人が取消の原因 

P 政令で定める使用人の方にもコンプライアンスの徹底！ 

 

２ 循環経済への移行に向けて！ 

 

（１）循環型社会の実現を目指して（２０００年） 

 

（２）循環経済の実現に向けて（２０２４年） 

 

（３）循環経済（サーキュラーエコノミー）とは？ 

 

（４）再資源化事業等高度化法の制定と施行 

 

（５）産業廃棄物処理業者等に期待すること 

 

（６）廃棄物の適正処理の確保は根幹！ 
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３ 産廃処理業の許可が取消された事例（２） 

 

（１）法人に両罰規定で罰金刑が科された場合 

  Q どのような犯罪での取消事例が多いか？ 

 

（２）廃棄物処理法違反行為の「情状の重さ」型  

  Q どのような場合に「情状が特に重いとき」と判断されるのか？ 

 

４ 労働安全衛生法を遵守する！ 

 

（１）労働基準監督署、同署長、労働基準監督官の事務所管。 

 

（２）（一社）千葉県産業資源循環協会 協会報 「委員会だより」 

    「安全衛生推進委員会」 「産業廃棄物処理業の労働災害発生状況」 

＜令和７年４月８日現在（１３３号 １６頁参照）＞ 

 

●最近５年間の死傷災害（千葉労働局内） 

    令和２～６年 ３６６件 

 

●死傷災害の事故の型別割合（３６６件中）   

  ①「墜落・転落」（６６件、１８％） 

    ②「はさまれ・巻き込まれ」（６３件、１７％） 

 

５ まとめ＝産廃コンプライアンス 

 

（１）廃棄物処理法はもちろん、各関連法令を遵守し、産業廃棄物の適正処理 

をしていただきたい！ 

 

（２）行政との信頼関係（ルールを守る）を大切にしていただきたい！ 

 

☆ もう一言 

 

再資源化事業等高度化法の施行から１０年後の産業資源循環業界は？ 

 

                                 以上 


